
＜総務省東海総合通信局からのお知らせ＞

原則として、電波を発射するには無線局の免許又
は登録が必要です。(無線局免許がない無線機の電源がオ
フ、またはマイクやアンテナが外されている状態でも、すぐに
電波の発射が可能な状態に復元できる場合は、電波法違反にな
ります。)

会社のダンプ、トラックにアマチュア無線機を設置している方へ

お問い合わせ先：総務省東海総合通信局電波監理部監視課
TEL：052-971-9472
http://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/

【アマチュア無線はルールを守って正しく使いましょう】

・仕事に使っては、いけません。
（業務用通信を行う場合は、簡易無線等を使用しましょう。）

・コールサインは、必ず言いましょう。
・免許された内容で、運用しましょう。
・周波数の使用区別を守りましょう。

https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/denpa/siyoukubetu/index.html (総務省ホームページへ)

・無免許でのアマチュア局の開設・運用は法律で罰せられます。
・総務省では、不法電波を監視しています。

無線局免許状（例）

不法無線局(免許されません)

お使いの無線機は大丈夫ですか？

不法市民ラジオ（不法ＣＢ無線）
不法パーソナル無線

送受信機とアンテナが
分離。ブースターを接
続して１ｋＷを超える
電力を送出する不法無
線局がある。

逸脱、

https://www.soumu.go.jp/soutsu/tokai/denpa/siyoukubetu/index.html
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